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は 法人で，欧文誌などの 刊行物の配布を ぅ げる。 

第 5 条 木 会には次の役員をおく。 

会長 1 名・運営委員若干 名 ・幹事若干 名 (5 ち幹事長 1 名 ) . 欧文話編集委員若干 名 05 ち 

編集主幹 1 名 ) . 会計監査 2 名 

1. 会長は木会を 代表し，会務を 統べる。 任期は 2 年とし，連続 3 期つとめることはできない。 

2, 会長および運営委員は 運営委員会を 構成し， 木 会の要務を審議し 合の運営にあ たる。 運 

営 委員会は会長・ 3 名以上の運営委員。 30 名以上の通常会員のいずれかの 要請により開か 

れる。 

運営委員の任期は 2 年とし連続 3 期をつとめることはできない。 会長が不測の 事故などに 

よ りその任務を 遂行できなくなった 時は，運営委員会の 議を経て会長代行をおくことがで 

きる。 

3. 幹事長および 幹事は会長を 助けて庶務・ 会計などの日常の 会務を処理する。 

4. 会計監査は双年度の 決算を監査する。 

5. 欧文誌の編集主幹および 編集委員は編集委員会を 構成し，編集に 関しての一切の 責任を 

負 5 。 編集主幹および 編集委員の任期は 3 年とする。 

第 6 条 木 会の会計年度は 1 月 1 日に始まり同年の 12 月 31 日に終る。 

第 7 条 本 会は原則として 年 1 回定時総会を 開き，会務を 協議し，議決する。 なお会長が必要 

と 認めたときには ，臨時総会を 開くことができる。 

第 8 条 本 会は定時総会のとぎ 大会を開き研究発表などを 行 う 。 大会には大会委員長 1 名と大 

会 委員若干 名 をおく。 大会委員長は 会長が委嘱し ，大会委員は 大会委員長が 委嘱する。 大会 

の運営は大会委員長の 責任において 行な う 。 

第 9 条 通常会員が会費を 1 年以上滞納したときには 除名することがあ る。 

第 10 条 本 会は地方支部をおくことができる。 

第 11 条 本 会の会則の変更は 総会において 協議し，出席会員の 3 分の 2 以上の同意を 得なけれ 

ばならない。 

付 Ⅱ 貝 

第 1 条 木 会の事務所は 運営委員会の 議をへて会長が 委嘱する。 

第 2 条 会費は次の通りとする。 

1. 通常会員は年額 6,000 円を年度始めに 納入する。 

2. ㍾勘会員の賛助費は 年額 10,000 円以上とする。 

第 3 条 会長および運営委員の 選出方法は次の 通り定める。 

1. 会長および運営委員 C14 名 ) は，通常会員の 投票にょり選出される。 その際，会員はそ 

れぞれ若干名の 候補者を推薦することができる。 

一 12  一 



2. 選挙の管理は 運営委員会が 委嘱した選挙管理委員 C3 名 ) が行な う 。 

第 4 条 幹事長および 幹事は会長が 委嘱し，運営委員会の 承認を 5 げる。 

第 5 条 欧文誌の編集主幹 運営委員会が 委嘱する。 編集委員は 9 名とし，まず 運営委員会が 

3 名を選び ， 残り 6 名は編集主幹が 指名する。 

第 6 条 会計監査は運営委員会の 議を経て会長が 委嘱する。 

第 7 条 本則第 3 条 3 項に定める事業を 行な う ために，委員会を 設けることができる。 

委員は会長が 委嘱し ， う ち 1 名を委員長とする。 

第 8 条 運営委員会は 少なくとも 10 年毎に ， 広く会員の意見を 聞き， 木 会のあ り方に関して 根 

本 的な再検討を 加えねばならない。 

第 9 条 本 会則は昭和 4J 年 1 月 1 日 よ り施行する。 

申し合わせ事項 

1. 毎年 1 月 1 日から総会までの 会の運営は会長の 責任による暫定予算によって 執行し，そ 

の会計年度の 予算とともに 総会で承認を 受ける。 

脚注 1 : 1971 年 8 月 25 日第 4 回総会にて承認。 

脚注 2 : 付則の第 1 条，第 2 条，第 3 条は昭和 49 年 6 月 22 日，第 7 回総会に於て 変更した。 

脚注 3 : 昭和 51 年 5 月 28 日，第 9 回総会に於て 前文を追加，本則第 5 条，第 11 条，付則第 3 条を 

変更した。 

会長選挙施行細則 

第 1 条 木 細則は会則に 定められた会長の 選出に関する 手続であ る。 

第 2 条 選挙の施行に 関する一切の 管理は選挙管理委員 ( 委員は委員会を 構成し， 1 名を委員 

長 とする ) の責任の下で 行な う 。 

第 3 条 選挙は通常会員の 単記無記名投票によって 行なう。 

1. 投票用紙は選挙管理委員会所定のものに 限り，所定の 期日までに到着するよ 5 郵送され 

なければならない。 

2. 投票用紙には 被 投票者の姓名を 明記すること。 ただし，同姓同名の 被選挙人が 2 名もし 

くほそれ以上あ る場合は，住所所属機関名などを 付記すること。 

第 4 条 第 3 条に従って記載された 投票を有効とする。 ただし， 2 人もしくはそれ 以上記名さ 

れたり，なに 人を指すか判別不可能な 記名があ った場合は無効とする。 その他の有効・ 無効 

についての決定は 選挙管理委員の 協議によって 行な 5 。 

第 5 条 第 1 次選挙において 有効投票の過半数を 得たものを当選者とする。 過半数を得たもの 

がないばあ いは得票数の 多いもの 3 名を第 2 次選挙の候補者とする。 ただし，上位 3 番目ま 

でに同数得票者があ り，その総数あ るいはそれより 上位の得票者を 含めた数が 4 あ るいは， 
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それを越える 場合には，これら 同数得票者を 第 2 次 耶 挙の被選挙人とし ，第 3 条に従って単 

記 無記名投票とする。 

第 6 条第 2 次選挙において 最多票を得たものを 当選とする。 ただし，最多得票数が 2 名もし 

くほ それ以上あ る場合は管理委員の 抽選によって 当選者を決定する。 

第 7 条 選挙の結果はただちに 会長に報告され ，当選者への 通知は選挙管理委員長名で 行なわ 

れる。 

運営委員選挙施行細則 

第 1 条 木 細則は，会則に 定められた運営委員の 選出に関する 手続であ る。 

第 2 条 ( 会長の場合と 同じ   省 m 釜 
第 3 条 選挙は通常会員の U4 名連記無記名投票によって 行なわれる。 

1. 投票用紙は選挙管理委員会が 定めたものに 限り所定の期日まで 到着する よう 郵送され 

なければならない。 

2. 投票は 14 名連記とし， 被 投票者の姓名を 明記すること ，ただし，同姓同名の 被選挙人が 

2 人もしくはそれ 以上あ る場合は，住所・ 所属機関などを 付記すること。 

第 4 条 第 3 条に従って記載された 投票を有効とする。 その他の有効・ 無効についての 決定は 

選挙管理委員の 協議によって 行な 5 。 

第 5 条 当選者は得票数の 多いもの U4 名とする。 ただし，得票数で 上位 14 番目までに同数得票 

者があ り，その総数あ るいはそれより 上位の得票者を 含めた数が 15 あ るいはそれを 超える 場 

合は下位の同数得票者について 選挙管理委員の 抽選にょり当選者を 決定する。 

第 6 条 会長が運営委員より 選ばれた場合は 次点者をくりあ げる。 

第 7 条 ( 会長の場合と 同じ一 - 省略 ) 
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日本特殊薬品でほ、 アメリカ・シグマ 社 と代理店 
契約を結び、 シグマ 社 最新カタ コヴ の全製品を、 
下記の要領で 簡単にお求めれただけま 雙 。 

の シ クマ社の製品一切は．ご 使用者への直結販売にかぎします。 6 遠隔地への 速 
品 には、 荷造り・送料を 実費申し受けます。 少量の場合には．代金引換えにて お 

願いすることかあ ります   の汎用品はできるた け常 蔵 しています；     品切れ．その   他の場合は約 l 力 月のうちに取りよせます。 ( 船便のときは 約 2 カ月後 ) 

《ンバマ 社受権 代理店》 

上棚 

大阪市西区点灯 堀 lT 目 8 番 22 号 ( 〒 550) 呑 06(448)226 Ⅱ代表 ) 
仏智 箱 番号 ( 〒 530-9l) 大阪中央 局 第 755 号 
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N K 式 クリーンベンチ ( 垂直層流型 ) 

@@-[} NKB 一 VS 一 850 

￥ 750 ， 000 

NKB 一 VS 一 1300 

￥ 850 ， 000 

幽 
● LH 型 +5 。 c 一 45"c 
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未詳 糸 m はプレハブシリー 
ズカタログをご   請求下 
さい。 

NK 式 クリーンベンチ ( 垂直層流両面型 ) 
無菌 ャ 作業の苗捧アップに ソ 

NI く B 一 VW 一 8RO 
￥ 1,000,000 
NKB 一 VW 一 1300 

￥ 1,300,000 




